
 

   三芳町こども医療費の支給に関する条例施行規則 

平成１９年３月１３日 

規則第２号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、三芳町こども医療費の支給に関する条例（平成１９年三芳町条例第

４号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （社会保険各法） 

第２条 条例第２条第４号に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる法

律とする。 

 (1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

 (2) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

 (3) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

 (4) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

 (5) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

 （受給資格の登録） 

第３条 条例第５条の規定によりこども医療費の支給を受けようとする保護者は、こども

医療費受給資格登録申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しな

ければならない。 

 (1) 受給対象となるこども（以下「対象こども」という。）の氏名が記載された医療保

険各法に規定する被保険者証、組合員証又は加入者証の写し 

 (2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項各号に掲げる書類のうちその内容を公簿等で確認できるときは、当該書

類の添付を省略させることができる。 

 （受給資格証） 

第４条 町長は、前条の規定により登録した者（以下「受給資格者」という。）に対し、

こども医療費受給資格証（様式第２号。以下「受給資格証」という。）を交付するもの

とする。 

２ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法

律第１４５号）第１４条の４第１項各号に掲げる医薬品（以下「新医薬品」という。）

とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同



 

法第１４条又は第１９条の２の規定による製造販売の承認（以下「承認」という。）が

なされたもの（ただし、同法第１４条の４第１項第２号に掲げる医薬品並びに新医薬品

等に係る承認を受けている者が当該承認に係る医薬品とその有効成分、分量、用法、用

量、効能及び効果が同一であって、その形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分

若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除

く。（以下「後発医薬品」という。）の使用を促進するため、条例第３条に定める対象

者の承認を得られた場合は、第3項に規定する受給者証の表面に、後発医薬品を希望する

旨の文言を記載することができる。 

３ 受給資格証の有効期間の始期は、条例第５条の規定による申請をした日とする。ただ

し、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日とする。 

 (1) 出生その他受給資格が発生した後１５日以内（当該期間が経過するまでの間に災害

その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後

１５日以内）に条例第５条の申請をしたときは、対象こどもとなった日 

 (2) 他市区町村から転入後１５日以内（当該期間が経過するまでの間に災害その他やむ

を得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後１５日以内）

に条例第５条の申請をしたときは、当該転入日 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により条例第５条の申請

ができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後１５日以内に

申請したときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなく

なった日 

４ 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請書（様

式第３号）を町長に提出し、再交付を受けなければならない。 

 （受給資格証の提示） 

第５条 受給資格者は、対象こどもが医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提

示するものとする。 

 （却下通知） 

第６条 条例第５条第１項の申請による認定を不適当としたときは、こども医療費受給資

格登録申請却下通知（様式第４号）により、申請者に通知するものとする。 

 （届出事項） 

第７条 条例第５条第４項の規則で定める受給資格の喪失又は登録事項の変更は、受給資



 

格者が、自己又は対象こどもについて、次の各号に該当したときとする。この場合にお

いて、受給資格者は、こども医療費受給資格内容等変更（消滅）届（様式第５号）を速

やかに町長に提出しなければならない。 

 (1) 受給資格者が死亡又は対象こどもが死亡したとき。 

 (2) 受給資格者又は対象こどもの氏名又は住所の変更があったとき。 

 (3) 対象こどもに係る医療保険の種別、内容その他の変更があったとき。 

 (4) 条例第３条に規定する対象こども又は受給資格者としての要件の消滅があったと

き。 

２ 前項第４号の規定による届出により受給資格者又は対象こどもとしての要件が消滅し

たと認められた者又は町長が受給資格者又は対象こどもとしての要件に該当しなくなっ

たと認めた者に対しては、こども医療費受給資格消滅通知書（様式第６号）により通知

するものとする。ただし、受給資格者又は対象こどもが死亡した場合は、この限りでな

い。 

３ 対象こども又は受給資格者が、その資格を消滅したときは、速やかに受給資格証を町

長に返還しなければならない。 

 （支給の申請） 

第８条 条例第６条第１項に規定する支給の申請は、こども医療費支給申請書（様式第７

号）によらなければならない。 

２ 条例第６条第２項に規定する保険医療機関等の請求は、こども医療費に関する診療報

酬請求書（様式第８号）により行うものとする。ただし、当該支払額の審査及び当該支

払の事務を社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）又は埼玉県国民健康

保険団体連合会（以下「連合会」という。）等に委託している場合はこの限りでない。 

 （支給の通知） 

第９条 条例第７条第１項の規定による通知は、こども医療費支給決定兼振込通知書（様

式第９号）による。 

 （支給の方法） 

第１０条 町長は、条例第６条及び条例第７条第２項の規定により支給額を支払う場合、

速やかに前条の規定により決定した医療費を申請者に支給するものとする。この場合に

おいて、申請者の死亡その他の理由により当該申請者に支払ができないときは、町長が

定める者に支払うことができる。 



 

 （現物給付） 

第１１条 町は、現物給付を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組

合分については連合会を経由して、被用者保険分については支払基金を経由して、一部

負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係

る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。 

２ 前項の支払いは、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日

に行うものとする。 

３ 現物給付限度額については、同月内かつ同一診療において、２１，０００円未満の医

療費とし、２１，０００円以上の現物給付は行わない。 

 （支給金返還の通知） 

第１２条 町長は条例第８条の規定によりこども医療費支給金を返還させるときは、当該

受給資格者に対しこども医療費支給金返還通知書（様式第１０号）により通知するもの

とする。 

 （委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別

に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年規則第２３号） 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三芳町こども医療費の支給に関する条例施

行規則の規定は、平成２１年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２２年規則第３９号） 

この規則は、平成２２年１１月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年規則第６号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年規則第３２号） 

 （施行期日等） 

第１条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三芳町こども医療費の支給に関する

条例施行規則の規定は、平成２４年１０月１日から適用する。 

 （経過措置） 



 

第２条 この規則の施行の際に旧規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則に

かかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

２ この規則の施行の際、条例第５条第１項の規定により受給資格の登録を受けていない

保護者からの当該登録申請があった時は、受給資格の始期は、改正後の規則第４条第２

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規則による改正後の規定は、平成２４年１０月１日以後の診療に係る医療費の申

請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２９年規則第２１号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の三芳町こども医療費の支給に関する条例施行規則

（以下「改正前の規則」という。）の様式による申請及び届出は、この規則による改正

後の三芳町こども医療費の支給に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）

に規定する様式による申請及び届出とみなす。 

３ この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式は、この規

則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができることとす

る。 

   附 則（令和元年規則第７号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和３年規則第７号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。 

   附 則（令和３年規則第８号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年規則第２４号） 

この規則は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。ただし、次の各号



 

に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 

 (1) 様式第１号から様式第７号までの改正規定(様式第２号に係る部分に限る。) 令和

４年 １０月１日 

 (2) 第１０条の次に１条を加える改正規定(第１１条第３項に係る部分に限る。) 令和

４年１０月診療分 

   附 則（令和５年規則第１９号） 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 


